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研究成果の概要（和文）：本研究は、来る五輪年に備えた最新のスポーツ安全指導ガイドラインとしてまとめる
ことを目標とした。そのために、スポーツ事故を詳細に分析した上で、再発防止策を明らかにした。研修会事業
及び研究結果を踏まえた成果として、2019年3月に、冊子『部活動・スポーツにおける安全指導・事故対応の手
引』（全164頁）を作成した。この冊子は、今後教職員やスポーツ指導者、教員志望の学生に向けて配布し、さ
らに無料ダウンロード可能な状態にして公表する。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to compile the latest sports safety instruction
 guidelines for the coming Olympic year. To achieve the above purpose, we had analyzed the cases of 
the sport accident in detail and clarified the measures to prevent a recurrence of similar 
accidents. And then we arranged the results of workshops and research results as the the booklet 
called　"Guide to Safety Guidance and the Response to the Accident in the School Club Activities and
 Sports" (total 164 pages) in Match 2019. This booklet is to be distributed to school teachers, 
sports leaders and applicants for teachers and downloaded for free and widely.

研究分野： スポーツ危機管理学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究で得られた成果は大変大きく、成果物としての『安全指導・事故対応の手引』は、広くスポーツ指導の現
場に応用可能な程度の高度の専門性と汎用性をもった、スポーツ事故の詳細な分析結果と再発防止策が盛り込ま
れており、来る五輪年に備えた最新のスポーツ安全指導ガイドラインともなり得るものである。同冊子は、教員
志望の学生や全国で実施される指導者講習会において配布することを予定しているが、配布が終了した後も、各
種研修会主催者に協力を要請して、増刷を続けていく。また、本学スポーツ危機管理研究所のホームページから
も無料ダウンロード可能にし、全国での各種研修会やシンポジウム等で広く利用可能な状態とする。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 就学年齢にある児童／生徒は朝、家から出て学校に行き、担当教諭の教育・指導を受け、学

友と交流し、課外活動や学校行事などの学校生活を過ごした後に、家族のもとに戻る。かかる

学校活動／生活は、児童／生徒の「安全に教育を受ける権利」そのものである。そして、わが

子を学校に送り出す保護者たちの圧倒的多数にとって、学校管理体制や教師のあり方は、児童

／生徒たちの成長を支え、健全な社会化へと導くものであることが当然のように期待されてい

る。 

 しかし、一旦、保護者の目の届かない学校管理下で児童／生徒の生命や身体を害する重大な

事故が生じた場合、その原因や責任の所在につき、両当事者間で争いが生じることが少なくな

い。そうした場合には学校や教師が、児童／生徒およびその保護者と抜き差しならぬ敵対関係

になることを余儀なくされる。 

 報告者は、2010 年頃から、学校事故被災者・弁護士等から事故の関連資料一式の提供を受

け、様々な角度から、事故の原因分析や当事者の紛争状況の考察、どうすれば事故を防ぐこと

ができたかの考察などを行なってきた。その結果として、スポーツ事故の多くは予防可能であ

り、そのためには学校現場、学校外の少年スポーツ指導者、保護者、児童／生徒それぞれが、

各スポーツの運動特性と個々人の医学的コンディションに関する正しい知識を得ることが必

要であると考えるに至った。 

 そうした考え方から、「部活動で起こりがちな事故・傷害」をまとめた冊子『部活動の安全指

導―先生方に心がけて頂きたいこと』（以下、『旧冊子』）を作成するに至った。旧冊子は各種メ

ディアなどで取り上げられ被害者団体の協賛を得て、全国柔道事故被害者の会ホームページ

（ http://judojiko.net/news/1689.html ） や 学 校 事 故 事 件 遺 族 連 絡 会 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://cairn2011.blog.fc2.com/blog-entry-17.html）他からダウンロード可能となった。旧冊

子の存在を知った全国の教育委員会や学校が、事故防止・対応マニュアルとして採用したり、

旧冊子を用いて職員研修会を開催するなど、大変大きな反響を得ていた。 

 こうした多くの反響から、学校現場において事故防止に向けたコンプライアンスが徹底され

ていないどころか、存在していないとすら言い得るような状況が分かってきた。学校・自治体

による事故情報の調査および被災者・社会への情報提供、各学校間での事故情報の共有、再発

防止に向けた取り組みは、いずれもきわめて不十分であり、同様の事故を毎年繰り返すことで

児童／生徒の身体の安全は危機に晒され続けており、加えて、事後対応の悪さから、無用の紛

争・訴訟を引き起こす原因となっている。したがって、わが国の未来を担う子どもたちの生命・

身体を守るため、かかる事態の是正は、国および社会が最優先課題として取り組むべき課題で

あると考えた。 
 
２．研究の目的 
 わが国独自の「部活動」は、国が学習指導要領上で定めた教育課程には含まれない「課外活

動」であり、「生徒の自主性を基盤とする」としながら、顧問教師がいないと部活動は成立しな

い。そして運動部活動には、公式な指導計画は存在しておらず、その運用は顧問教師自身のス

ポーツ経験や裁量に専ら一任されている。実際のところ、経験のない教員が手探りで指導に携

わることも少なくない。 

 わが国における、こうした部活動の特殊性は、国際基準の科学的スポーツ環境とは程遠いも

のであり、将来的には、法制度・学校組織改革など含んだ、ドラスティックな環境整備が望ま

れている。したがって、現状のままの学校現場におけるスポーツ活動の潜在的危険性を明らか

にし、事故防止、事故後の適切な対応を徹底させることは、わが国のスポーツ環境整備の第一



歩として位置づけられるものと考えた。そのため本研究では、事故被害者団体や司法関係者等、

様々な立場からの協力を得ながら、スポーツ事故問題に医学・法学の両面からアプローチしな

がら、独自の視点において新たにスポーツ・部活動指導における安全指導と事故対応に関する

マニュアル作りを行う必要があると考えた。そしてこれを教員を志す学生や学校現場でスポー

ツ指導に携わる教職員たちに配布し、教育を行うことで、部活動の指導経験のない教員（志望

者）はもとより、自らの経験に基づいて独自のスポーツ指導を行っている教員に向け、再度安

全なスポーツ指導について考え、取り組み、実践してもらえる機会を設けることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 学童のスポーツ環境は常に変化してきているが、特に研究期間である2016年度以降からは、

2020 年開催の東京五輪に向け、全国民へのスポーツ活動が奨励される中、特に少年アスリート

の発掘・育成は国策ともなってくるものと考えられた。そして、こうした機運の中で、学校部

活動はますます活発化してくることが予想され、これまでに予期できなかった事故や、予期さ

れつつも安全対策が不十分であったために起きた事故など、常に新たな局面が生じるものと予

想した。 

 したがって研究期間内に発生・公表された部活動事故はもとより、過去の類似の事故情報を

可能な限り詳細に収集し、医科学的な観点から生徒特有の事故のリスクと防止策について明ら

かにすることを心掛けた。 

 さらに、公表された裁判例およびそれ以外の、できるだけ多くの学校事故事例の情報に加え、

問題状況としては一応の収束とされて以降の学校・自治体の姿勢や当事者の認識までをも調査

し、それぞれの事故がどのような原因で生じ、どのように事態が悪化し、また好転し、当事者

たちに何を残したのかを明らかにするよう努めた。 

 これらの研究活動では、来る五輪年に備えた最新のスポーツ安全指導ガイドラインとしてま

とめることが目標となるため、広くスポーツ指導の現場に応用可能な程度の高度の専門性と汎

用性をもった、スポーツ事故の詳細な分析結果と再発防止策を明らかにすることを目標とした。 

 具体的な方法としては、旧冊子を市区町村教育委員会に配布することで、学校や教職員に対

する部活動の安全指導への「気づき」および危機管理教育の機会を得るよう働きかけることと

した。そのために、自治体においてスポーツ安全指導講習会を開催し、旧冊子または冊子の骨

子であるレジュメを配布した上で部活動にあたる教員すべてが知っておくべき安全施策および

倫理的知識についてレクチャーを行い、安全指導への動機づけを行うこととした。幸いなこと

に、本学で 2016 年度から開催している「学校・部活動における重大事件・事故から学ぶ研修

会」が多くのメディアの注目を集めた結果、全国の教育委員会や学校等から多数の講演依頼を

受けることができた。 

 また、民間関連団体のシンポジウムなどにも積極的に登壇し、児童・生徒たちが学校で安全

にスポーツを楽しみ、最大限の教育的効果を上げるための方策についての啓発活動を行うと共

に、指導者や保護者との積極的な意見交換を行った。 

 これらの成果に加え、公表された過去の学校事故関連の裁判例および、それ以外の学校事故

事例の情報を「柔道事故被害者の会」や「全国学校事故・事件を語る会」、「学校事故事件遺族

連絡会」、「学校事件・事故被害者全国弁護団」などを通じて事件・事故事例を可能な限り収集

することとし、医科学的な観点を取り入れながら、学童特有の事故のリスクについて検討し、

まとめる作業を行った。 

 そこで得られた成果については、その都度講演会やシンポジウム、研修会の内容に盛り込み、



啓発活動を行うよう努めた。 
 
４．研究成果 

 平成 30 年度に行った部活動・スポーツ事故防止・事後対応に関する講演・シンポジウム・

研修会は、全部で 24 事業である。 

 教育委員会主催の学校教員向け講演会としては、品川区 1、中央区 5、神奈川県 1、長野県 1、

岡山県 1 の計 8 回務めた。教職員団体主催の研修会としては、学校開催の指導者・教員向け研

修会としては、大阪大学、明治大学、専修大学附属高等学校、関西高等学校で、それぞれ行っ

た。その他学外での研修会・講演会事業としては、酒田市スポーツ少年団指導者研修会、ポー

ツセーフティシンポジウム、（公財）日本スポーツ協会公認アーチェリー指導員養成講習会、神

奈川県私立中学高等学校保健会第一ブロック会研修会などとして、それぞれ行った。本学主催

の研修会・講演会事業は、平成 30 年度スポーツプログラマー養成講習会、平成 30 年教員免許

更新講習会、愛媛保護者会総会などで、本研究にかかる事故防止のための啓発活動の一環とし

ての講義・講演を行った。また今年度も、本学「学校・部活動における重大事件・事故から学

ぶ研修会」を全 3 回の日程で行っている。 

 それらの研修会では、今年度のみならず、研究実施期間を通じて得ることのできた学校事故

や体罰・パワハラ事案の分析結果に基づき、きわめて実践的なスポーツ指導リスクマネジメン

トの方法論を示すよう心がけた。各講演会・研修会等の一部ではアンケート調査が行われたが、

多くの受講者が新たな視座を得たこと、今後の指導において留意すべき点がよく理解できたこ

となどの非常に好意的な評価が行われていることが分かった。上記団体の中には、旧冊子の内

容を非常に高くして頂き、県内の学校教職員のスタンダードにすることを約束してくれたもの

もあった。また、本研究の趣旨を十分に理解して頂いた上で、来年度以降も同様の研修会の開

催を約束してくれた自治体も複数存在している。 

 これらの研修会事業及び研究結果を踏まえた成果として、 2019 年 3 月に、冊子『部活動・

スポーツにおける安全指導・事故対応の手引』（全 164 頁）を作成した。 

 この冊子は、今後の研修会やシンポジウム、講演会、本学「スポーツの安全指導」授業

等において、主に教職員やスポーツ指導者、教員志望の学生に向けて配布を行っていきた

いと考えている。また、報告者が所属する日本体育大学スポーツ危機管理研究所のホーム

ページからも無料ダウンロード可能な状態にして公表したいと考えている。 
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